
館山市地域おこし協力隊（リノベーションまちづくり推進業務）実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、館山ならではの魅力の発見とエリアの価値の向上に向けて空

き店舗等の資源を活用し、リノベーションや不動産オーナーとビジネスオーナー

とのマッチングによる空き店舗の解消を行い、新たな担い手として、都市部の人

材を積極的に誘致し、当該人材の定住・定着を促進することを目的とした館山市

地域おこし協力隊事業（以下「本事業」という。）の実施に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （隊員の委嘱） 

第２条 市長は、次の各号の要件のすべてを満たす者であって、これにふさわしい

と認めた者を、地域おこし協力隊の隊員（以下「隊員」という。）として委嘱す

る。この場合において、市は隊員と雇用契約を締結しないものとする。 

 (1) 隊員の委嘱に当たり、生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等

（過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小

笠原諸島振興開発特別措置法に指定された地域以外）から館山市に移し、住民

基本台帳を本市へ異動させる意思のある者（委嘱を受ける前に既に館山市に定

住・定着している者（既に住民基本台帳の異動が行われている者等）は含まな

い。）又は、他の地方公共団体において地域おこし協力隊推進要綱（平成 21

年３月 31 日付け総行応第 38 号総務事務次官通知）の規定による地域おこし協

力隊と同様の趣旨により置かれた職等にある者（以下「他自治体隊員」とい

う。）として２年以上活動した者のうち、当該他自治体隊員の解嘱の日から１

年以内で、かつ、隊員の委嘱を受けることにより、住民基本台帳を本市へ異動

させる意思のある者 

（2） 空き店舗を活用したリノベーション事業を通じた地場産業の振興、館山市の

魅力発信・ＰＲに積極的に取り組み、その活動を活かした新たなビジネス展開

にも意欲があり、また、地域住民や事業者と親しみ、本事業終了後に本市に定

住する意思のある者 

２ 隊員の任期は一会計年度内において必要な期間とし、通算３年を限度として期

間の延長をすることができる。 

３ 前項の規定により、期間を延長する場合には、一会計年度ごとに委嘱期間延長

の手続きを行うものとする。 

 （隊員の活動） 

第３条 隊員は、地域おこし協力隊として、空き店舗を活用したリノベーション事

業の促進に関し、次に掲げる活動を行う。ただし、活動の方向性等については、

館山市と隊員が協議の上、決定するものとする。 

(1) 地域おこし協力隊として先進事例調査等の情報収集 

(2) 空き店舗情報登録と情報発信 

(3) 空き店舗リノベーション（空き店舗、空間等） 

(4) 不動産オーナーとビジネスオーナーのマッチング 

(5) 「館山情報収集仲間づくり」活動、既存店舗の販促支援 



(6) 地区で行われるイベント・行事、まちづくり団体の活動等への参加 

(7) 地区に住む人々や商いを営む人々などとの連携 

(8) 中心市街地の活性化につながる事業 

(9) その他、地域振興に係る活動で、特に市長が必要と認めたもの 

 （隊員の活動時間及び活動日数） 

第４条 隊員の地域おこし協力隊における活動時間は、原則として１日７時間 45 分

とする。 

２ 隊員の地域おこし協力隊における活動日数は、原則として１か月 20 日間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、隊員の活動時間等を

調整できるものとする。 

４ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号。以下「祝日法」という。）

に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（祝日法に規定する

休日を除く。）は休日とする。ただし、当該日に活動の必要性がある場合は、こ

れを妨げるものではない。 

５ 隊員の休暇日は、市と協議の上決定するものとする。 

６ 隊員は、館山市非常勤職員の勤務条件等に関する規則（昭和 47 年７月１日規則

第 23 号）に規定する期間任用職員の休暇に準じ、報償の支給対象休暇とすること

ができるものとする。 

 （報償） 

第５条 市長は、隊員への報償として、１か月当たり 208,400 円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、１か月の隊員の活動日数及び報償の支給対象休暇日

数の合計日数が、前条第２項及び第３項に基づき、市長により定められた活動日

数に満たない場合は、不足する日数に１日当たり 10,420 円を乗じた額を報償額か

ら減額するものとする。 

３ 報償は、活動実績に基づき、翌月 21 日までに、隊員が指定した口座に振り込む

ものとする。 

 （活動報告） 

第６条 隊員は、地域おこし協力隊の活動内容について、毎月１日～末日までの各

日における地域おこし協力隊活動日誌(別記第１号様式)及び各月の活動状況をま

とめた地域おこし協力隊活動状況報告書(別記第２号様式)を作成し、活動を行

った日の属する月の翌月５日までに市長に提出しなければならない。 

 （成果報告） 

第７条 隊員は、地域おこし協力隊としての活動や調査・研究においてあげた成果

等を、必要に応じて市長へ報告するものとする。 

 （活動の免除等） 

第８条 市長は、隊員から申出があった場合で、地域おこし協力隊の事業の推進に

支障がないと認めた場合は、活動の一部を免除することができる。 

２ 隊員は、地域おこし協力隊の活動に支障がない範囲において、就業等ができる

ものとする。 



 （隊員に対する支援等） 

第９条 市長は、地域おこし協力隊事業を推進するため、隊員に対し、次に掲げる

支援を行うものとする。 

(1) 隊員が行う活動に関する指導及び支援 

(2) 隊員が地域に定着するための生活支援 

(3) 隊員が行う活動の取組状況、活動の成果等の情報発信 

(4) その他市長が必要と認める支援 

２ 市長は、前項の支援について、予算の範囲内において、必要な経費を補助でき

るものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する支援の一部について、委託することができるものと

する。 

 （委嘱の取消し） 

第 10 条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すこ

とができる。 

(1) 本人から取消しの申出があった場合 

(2) 隊員に不良行為が認められた場合 

(3) 傷病等により、地域おこし協力隊の活動の継続ができなくなった場合 

(4) その他特段の事由がある場合 

 （守秘義務） 

第 11 条 隊員は、地域おこし協力隊活動上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な

目的に使用してはならない。また、委嘱を解かれた後も同様とする。 

 （委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

この告示は、令和元年 5月 7日から施行する。 

 



別記第１号様式(第６条関係) 

 

 

地域おこし協力隊員活動日誌 

 

年  月分                   隊員名          印 

日 時 活 動 時 間 活 動 内 容 
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PM    ～ 
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（注１）：１日の活動時間 

（注２）：１カ月の累積活動時間 

 



第２号様式(第６条関係) 

 

地域おこし協力隊活動状況報告書 

 

年  月分 

隊 員 名 
 

健康状態 
 

 

実施した活動の概要・状況等を記載して下さい。 

 


